
暮
ら
し
の
情
報

が
電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日　

時　

２
月
27
日
㈰ 

10
時
～
16
時

相
談
方
法　

電
話
相
談
（
無
料
）

相
談
先　

福
岡
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
２
・
７
２
２
・
４
１
３
１

　

未
払
い
賃
金
、
解
雇
、
そ
の
他
労
働

ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
司
法
書
士
が
電

話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
、
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
受
付　

毎
週
火
曜
日 

19
時
～
20
時

※
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

相
談
方
法　

電
話
相
談
（
無
料
）

相
談
先　

福
岡
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

☎
０
９
２
・
４
７
７
・
８
１
６
０

　

認
知
症
に
関
す
る
悩
み
に
つ
い
て
介

護
経
験
者
や
保
健
師
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。
介
護
を
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
些さ

さ
い細

な
こ
と
で
も
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
受
付　

毎
週
火
・
木
・
金
・
土
曜 

10
時
～
16
時

相
談
先　

福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会
相

談
課
（
相
談
専
用
電
話
）

　

☎
０
９
２
・
５
８
４
・
３
３
１
７

円
満
に
解
決
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

【
民
事
調
停
の
特
徴
】　

① 

手
続
き
が
簡
単
・
法
律
知
識
は
必
要

な
く
、
ご
本
人
で
も
申
し
立
て
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

② 

円
満
な
解
決
・
双
方
が
納
得
す
る
ま

で
話
し
合
い
、
解
決
し
ま
す
。

③ 

費
用
が
安
い
・
裁
判
所
に
納
め
る
手
数
料

は
訴
訟
に
比
べ
て
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

④ 

秘
密
厳
守
・
調
停
は
非
公
開
で
行
わ

れ
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

⑤ 

早
期
解
決
・
解
決
し
た
事
件
の
90
％

が
、３
ヵ
月
以
内
で
終
了
し
て
い
ま
す
。

【
申
し
立
て
に
つ
い
て
】　

　

相
手
方
の
住
所
が
桂
川
町
、
飯
塚
市

及
び
嘉
麻
市
に
あ
る
場
合
は
、
飯
塚

簡
易
裁
判
所
の
管
轄
と
な
り
申
し
立

て
を
受
け
付
け
ま
す
。
相
手
方
の
住

所
が
他
の
地
域
に
あ
る
場
合
や
、
申

し
立
て
の
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

気
軽
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

飯
塚
簡
易
裁
判
所 

調
停
係

　

☎
２
２
・
１
２
４
６

　

賃
料
、
敷
金
、
修
繕
、
解
約
、
明
け

渡
し
な
ど
、
民
間
住
宅
の
賃
貸
借
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
司
法
書
士

　

保
健
、
医
療
、
福
祉
施
設
へ
の
就
業

を
希
望
す
る
方
及
び
県
内
の
求
人
施
設

を
対
象
と
し
た
求
人
求
職
合
同
面
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
病
院
、
診
療
所
等
の

求
人
施
設
担
当
者
と
就
業
希
望
者
と
が

直
接
面
談
で
き
ま
す
。
ま
た
、
福
祉
人

材
セ
ン
タ
ー
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
面
談

コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。
参
加
は
無
料

で
す
。
た
だ
し
、
事
前
の
申
し
込
み
が

必
要
で
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

せ
く
だ
さ
い
。

日　

時　

２
月
25
日
㈮ 

13
時
～
16
時

　

※
受
付 

12
時
～
14
時
30
分
ま
で

場　

所　

ナ
ー
ス
プ
ラ
ザ
福
岡

　
（
福
岡
市
東
区
馬
出
四
ー
一
〇
ー
一
）

申
込
・
問
合
先　

㈳
福
岡
県
看
護
協
会 

福
岡
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
２
・
６
３
１
・
１
２
２
１

　

民
事
調
停
は
、
お
金
の
貸
し
借
り
な
ど

の
身
近
に
起
こ
っ
た
争
い
を
話
し
合
い
で

　

高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
が
抱
え
る
生

活
全
般
に
関
わ
る
心
配
ご
と
、
悩
み
ご

と
に
つ
い
て
の
相
談
を
無
料
で
お
受
け

し
ま
す
。

【
相
談
員
に
よ
る
高
齢
者
の
一
般
福
祉
相
談
】

日　

時　

毎
週
火
～
日
曜
、
第
４
月
曜 

９
時
～
16
時

【
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
】

日　

時　

毎
週
水
曜
予
約
制 

13
時
～
16

時
の
間
に
原
則
面
接
相
談

予
約
・
問
合
先　

福
岡
県
社
会
福
祉
協

議
会
相
談
課

　

☎
０
９
２
・
５
８
４
・
３
３
４
４

　

福
祉
施
設
や
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

で
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
苦
情
に
つ
い
て
、
事
業
所
と
の
話
し

合
い
で
解
決
し
な
か
っ
た
り
、
直
接
話

し
に
く
い
場
合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

苦
情
解
決
に
向
け
て
、
相
談
を
無
料
で

お
受
け
し
ま
す
。

問
合
先　

福
岡
県
運
営
適
正
化
委
員
会

事
務
局
（
福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会

内
）

　

☎
０
９
２
・
９
１
５
・
３
５
１
１
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高
齢
者
総
合
相
談
事
業

認
知
症
に
関
す
る
電
話
相
談

ト
ラ
ブ
ル
解
決
!! 

裁
判
所
の
民
事
調
停

相
談
・
法
律

賃
貸
住
宅
ト
ラ
ブ
ル
電
話
相
談
会

労
働
ト
ラ
ブ
ル
電
話
相
談
（
常
設
）

生
活
・
雇
用

看
護
職
求
人
求
職
合
同
面
談
会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
解
決
相
談


